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パネルディスカッションの背景

➢ R/TミーティングやATSシンポジウムでは、「高度の運用」に関す
る様々な問題提起・議論・研究発表が行われてきたが、パイロッ
トと管制官の間に共通認識が浸透しているとは言えない事例が
未だに発生している。

① 管制官が、管制方式基準に定められていない用語により高度制限の指示を
発出し、その意図をパイロットが正確に理解できないまま飛行した事例

② 管制官が、公示された経路を飛行中の到着機に対して、MEA未満の高度を指
定した事例

③ 管制官が、STARの承認時に、高度の通報を行わなかった事例
④ 管制官が、公示されていない経路を飛行中の到着機に対して、進入許可発出
時に、不要な高度の指定を行った事例

⑤ パイロットが、進入復行方式に公示された高度のキャンセルを要求した事例

➢ 高度に関する共通認識を構築することが喫緊の課題であり、
 何が問題で、どうすれば解決できるのか等について、本日の
 パネルディスカッションで議論する。
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① 高度制限の指示
（特定距離／特定時間による通過高度の指定）

（1）R/Tミーティングでの検討経緯

➢ 2020年11月のR/Tミーティングで、「高度制限がある場合の降下
方法」について問題提起があった。

➢ 管制方式基準に定められていない「特定距離内の通過高度の指
定」が行われた事例が報告された。
例：「Descend to reach FL320 within 40 miles」
→この指示は、管制官の意図が不明確で、パイロットにとって

 分かりにくいという問題が生じた。
➢ 管制部空域の再編後、このような指示が多くなったが、管制技術
交流会等での啓蒙の結果、現在では「特定時間内の指示」又は
「Abeam（フィックス）での指示」が主流になっている。

➢ 管制官、パイロット双方にとって「特定時間内の通過高度の指
定」はワークロードが少ないものの、共通の理解が確立されてい
るとは言えない。 １
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① 高度制限の指示
（特定距離／特定時間による通過高度の指定）

（2）特定距離による通過高度の指定の問題点

➢パイロットの対応の困難さ：
・フィックスに直行している場合でも、航空機の位置は刻々と変化しており、
指示を受けた位置と指定距離の判断に差が生じ、管制官が意図した管制
間隔が設定されないおそれがある。
・レーダー誘導中や悪天回避中など、基準となるフィックスがない場合、
 パイロットの対応は不可能である。

➢ 管制官の指示の不適切さ：
・「within ○○ miles」のような特定距離内における高度制限の指示は、不確
 実性が高い。
・本来は、フィックスからの方向及び距離を指定して指示すべきである。

➢ 結論：
・特定距離による通過高度の指定は、ACCでは減少傾向（ターミナルでは増
加傾向）にあるが、不適切な指示であると考えられる。

２
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① 高度制限の指示
（特定距離／特定時間による通過高度の指定）

（2）Abeam（フィックス）での通過高度の指定の問題点

➢パイロットの対応の困難さ：
・Abeam（フィックス）の設定は、FMSにより自動で行われるわけではなく、
 パイロットによる手動操作が必要で、その判断はパイロット次第である。
・FMS搭載機であっても、機種によってAbeam（フィックス）の設定は不可能。

➢ 管制官の指示の不適切さ：
・全ての航空機が対応できるわけではなく、Abeam（フィックス）での通過高度
 の指定は好ましくない。
・本来は、フィックスからの方向及び距離を指定して指示すべきだが、必要
 以上に直行指示を多用すると、当該指示が発出できなくなる。

➢ 結論：
・Abeam（フィックス）での通過高度の指定は増加傾向にあるが、不適切な指
示であると考えられる。

３
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① 高度制限の指示
（特定距離／特定時間による通過高度の指定）

（3）特定時間内における通過高度の指定の提案

➢背景：
・「特定距離内における高度制限の指示」の代替方法として、FAAの規定を
 参考に、「特定時間内における高度制限の指示」の導入の提案。

➢ 指示の方法等の概要：
・管制官がレーダー画面上で確認した、高度制限を付加しようとする位置まで
 の分単位の飛行時間を基に指示する。
・特定時間の基点は、パイロットが当該指示の復唱を完了した時点と定義する。
・この指示は、航空機がレーダー識別されている場合であって、音声による
 直接交信が維持されている場合に限定する（CPDLCによる指示は不可）。

➢ 新たな管制用語案：
・CLIMB/DESCEND TO REACH 〔altitude〕 WITHIN 〔number〕 MINUTES.
・CLIMB/DESCEND AND MAINTAIN 〔altitude〕. LEAVE 〔altitude〕 WITHIN
〔number〕 MINUTES.

４
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① 高度制限の指示
（特定距離／特定時間による通過高度の指定）

（4）高度制限の定義の変更に関する提案

➢ 背景：
・「特定時間内における高度制限の指示」の提案に伴う定義の変更。

➢ 現在の定義：
・高度制限 (Altitude restrictions)
特定フィックス又は特定時刻において通過すべき高度について公示されたもの又は
管制官が航空機に指示したものをいう。

➢ 定義の改正案：
・高度制限 (Altitude restrictions)
＜案１＞特定フィックス又は特定時刻若しくは特定時間内において通過すべき高度に

ついて、公示されたもの又は管制官が航空機に指示したものをいう。ただし、
計器進入方式に公示された高度を除く。

      ＜案２＞特定フィックス又は特定時刻若しくは特定時間内において通過すべき高度に
ついて、公示されたもの又は管制官が航空機に指示したものをいう。
注 計器進入方式に公示された高度は、無効とすることはできないことから、

高度制限には該当しない。

５
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① 高度制限の指示
（特定距離／特定時間による通過高度の指定）

（5）管制方式基準に規定のない方式・用語の使用の適否

➢ 管制方式基準の記述：
・航空管制官は、規則、通達等の改正状況を常に把握するとともに、これらの定める
ところに従って業務を行わなければならない。
・管制官は、業務の実施に当たって、この基準に規定されていない事態に遭遇した
場合には最良の判断に基づいて業務を処理するものとする。

➢ ICAO Doc 9868 PANS-TRGの記述：
・パイロットにとってのスレットの例（抜粋）
→ATC: traffic congestion, TCAS RA/TA, ATC command, ATC error,

ATC language difficulty, ATC non-standard phraseology,
ATC runway change, ATIS communication,
units of measurement (QFE/meters).

➢ 結論：
・航空交通の状況や空域環境の変化に伴い、新たな用語による高度の指定又は高度
制限の指示が必要な場合は、管制用語として正式に規定することにより、パイロットと
管制官の共通認識を確立する必要がある。

６
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② MEA未満の高度の指定

１

（1）R/Tミーティングでの問題提起

➢ 2025年5月のR/Tミーティングで、「ACCやアプローチでMEA未満
の高度を指定される場合がある」と問題提起があった。

➢ VOICESへも自発報告として、この1年間で6件の投稿がみられる。

（2）何を議論し共通認識を求めるか

➢ 公示された経路を飛行中の航空機に対する高度について、規定
ではどうなっているのか。

➢ なぜMEA未満の高度を指定してしまうのか。

➢ MEA未満の高度を指定する場合はどうするのか。

➢ 効率的な運用のために、指定できる高度はどうあるべきか。
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事例-1

２

② MEA未満の高度の指定

＜VOICES2025-01＞ 36. MEAを下回る高度指示

羽田空港LDA W RWY 22をExpectして降下し、Approachにコンタクトし
た際、“Expect LDA W RWY 23, CLR via AKSEL 1B ARR, Then Radar 
Vector, DES to Reach 10,000ft by AKSEL”の指示がありました。
Y21を飛行していたためMEA 10,000ftをCrew間で共有していました。
AKSEL 5〜6NM手前、10,000ftで水平飛行に入ったのち、
“DES 5,000ft”の指示を受けたため、“Maintain 10,000ft until AKSEL 
Then DES 5,000ft”とRead BackしたところATCより“DES Now”と指示さ
れた。行動に移さずATCの合間に
“AKSELまでMEA10,000ftなので
AKSEL以降5,000ftに降下します”と
通報したところAKSELを過ぎたあたり
でATCより謝意を伝えられました。
MEA未満への降下指示に改めて注意を
払う必要があることをRemindしました。
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事例-2

３

② MEA未満の高度の指定

＜VOICES2024-02＞56. MEAを下回る高度へのDescent指示(2)

青森空港に向けてFL370で飛行中、AKITAの手前のBENNY FL330の指示
が来た。白神Approach運用になってから、AKITA FL180の指示が来るよ
うになったが、オリジナルルートのMEA 
FL210に対する注意も必要であるのは予めPM
とも共有していた。BENNY通過後も降下の
指示がなかったのでリクエストしたが、管制
からは“Descend to Reach FL180 by AKITA”の
指示だけであった。すぐに「Direct AKITA」
をリクエストしMEA以下への降下を回避した。
BENNY FL330からAKITA FL180は、ほぼ3度
Pathなので、降下指示が遅れた場合、冬場の
追い風が強い場合、Weight が重い場合等は
注意が必要で、High Pathになった場合、
AKITA は無理のない通過高度をリクエスト
する等の対応が必要かと思います。



福岡行きでFL240巡行中、SUNPI（Y20上）ポイントに直行していた。揺れ
も強めになってきたので“REQ FL220, We Accept Any HDG”と要求したとこ
ろ、管制からMVAと同じ “DES and Maintain FL220”の指示。揺れも収まり
安心してしまい、SUNPI以降のMEAについては頭の中からすっかり消えて
いました。SUNPIに近づき、副操縦士が”STOUTまでDirectもらいましょう
か？”と Assertionしてくれて、 SUNPI以降はFL240のMEAが存在している
ことを思い出し
ました。あわて
てRequestする
と、管制官も忘
れていたようで、
“Sorry,Direct
STOUT”の指示。
副操縦士のナイ
スAssertionに
助けられました。

ATS Symposium 2025

事例-3

４

② MEA未満の高度の指定

＜VOICES2022-01＞57. MEA以下の飛行に対する注意の欠落
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管制方式基準 ＜規定はどうなっているのか＞

５

② MEA未満の高度の指定

Ⅰ－２ 定義

最低経路高度 (Minimum en-route altitude－MEA)：
無線施設の電波の到達距離及び地表又は障害物からの距離を
考慮して無線施設間等の各区間について設定されたIFR 機のた
めの最低安全高度をいう。

最低誘導高度 (Minimum vectoring altitude－MVA)：
レーダー誘導を行う際、航空機に指定することができる最低高
度をいう。

飛行方式設定基準
最低経路高度（MEA）（Minimum en-route altitude）

空域構造の条件を満足し、かつ、必要な障害物間隔を確保しつつ、関連航行援
助施設及びATS通信を十分に受信するためのエンルートセグメントの高度。

最低障害物間隔高度（MOCA）（Minimum obstacle clearance altitude）
必要な障害物間隔を確保するためのセグメント最低高度。
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Y60
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【高度の指定】
(８) 航空機に対して、高度を指定する場合は、原則として以下の方
法により行うものとする。
ａ 管轄セクター又はターミナル管制所の管轄区域内に適用される
次の高度を指定するものとする。
(a) 当該機の飛行経路に係る最低経路高度、最低通過高度及び
最低受信可能高度(以下「最低経路高度等」という。)以上の高度
を指定するものとする。

(b) 最低経路高度等が公示されていない経路にあっては、当該
機の飛行経路の両側にそれぞれ５海里の範囲内の最も高い地
形又は障害物の上端から2,000 フィート以上の高度を指定する
ものとする。ただし、レーダー業務を適用している到着機に対し
ては、当該機の位置又は飛行経路に適用される最低誘導高度
以上の高度を指定することができる。

(c) 省略

② MEA未満の高度の指定
Ⅲ－（Ⅱ）－１管制承認等

７
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管制官は
なぜMEA未満の高度を指定してしまうのか

８

② MEA未満の高度の指定

・ レーダー管制下なのでMEAは気にしていなかった

・ 移管高度に気をとられていた

・ MEAを忘れていた

・ 航空機が航空路上か直行しているのか不明だった

・ 進入開始高度の指定を優先させてしまった

・ 垂直間隔の設定に注意を向けていた

・ ここでこの高度を指定してもMEA未満には降下できない
  と考えた
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MEA未満の高度を指定
された

パイロットの対応は

・
・

・ 管制官に確認する
＜アサーション＞

パイロットがMEA未満の
高度を要求する場合は

② MEA未満の高度の指定



② MEA未満の高度の指定

ATS Symposium 2025１０

効率的な運用のために
指定できる高度はどうあるべきか

・ 公示された経路を飛行中に、MEA未満の高度を
指定するために、わざわざ管制承認の変更とし
て直行経路を指示する必要があるでしょうか。

・ これは管制官として手間ではないのですか。

・ ならば、公示されていない経路を飛行している場
合と同様に、レーダー管制下に限定してMEAより
低い高度を適用できるようにしてはどうでしょうか。
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③ 進入フィックスへの承認と高度の通報

１

（2）なぜ高度が通報されないのか、解決策は

➢ 進入フィックスへの承認について、規定はどうなっているのか。

➢ なぜ高度が通報されないのか、現状はどうなのだろう。

➢ パイロットはどのような問題を感じているか。

➢ 管制官・パイロット双方にとって有効な解決策はあるのか。

（1）問題提起

➢ 進入フィックスへの承認に際しては、高度が通報されるとあるが、
高度が通報されないまま承認されることがある。

➢ 高度が指定されないままSTARが承認されると、それまでの高度
制限はどうなるのだろう。
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③ 進入フィックスへの承認と高度の通報

２

管制方式基準 ＜規定はどうなっているのか＞

(Ⅱ)計器飛行管制方式 7到着機(2)進入フィックスへの承認
【進入フィックスへの承認】
(２)ａ 管制区管制所等が到着機に対し進入フィックス等までの管制承認を発出する場合は、

次に掲げる事項を含むものとする。ただし、 省略
(a) 進入フィックス等の名称（ただし、(b)によりSTAR を承認することにより進入フィ

ックスが特定できる場合は、省略することができる。）
(b) 進入フィックス等までの飛行経路

この場合公示されたSTAR を使用することができる。ただし、RNAV1 として指定さ
れたSTAR を承認する場合は、レーダー業務が提供できる場合に限る。

★〔STAR の名称〕
  〔STAR name〕

(c) 高度
(d) その他必要な事項

〔例〕Cleared to Fukushima VOR via HERON Y102, descend and maintain 10,000.
Cleared to GAKKO via MAGGY EAST Arrival, descend via STAR to 5,000.
Cleared via ENSYU Arrival, descend and maintain FL190.

注 省略
b 省略
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③ 進入フィックスへの承認と高度の通報

３

ACC：Descend to reach
FL220 by SPENS.

APP：Runway 34L, 
Cleared via Oshima 1K Arrival,

(Recleared direct ANZAC) 
Descend via STAR to 13,000.
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③ 進入フィックスへの承認と高度の通報

４

主要空港の、「管制移管フィックス・移管高度・航空路/MEA
ATS FPL の最後のフィックス・代表的STAR」

移管フィックス 移管高度
航空路
/MEA

FPL最後の
フィックス

代表的
STAR

成田 GURIP FL150 Y30/FL140 SWAMP
SWAMP T/ 

SWAMP G

羽田 SPENS FL220 Y71/10000 XAC
XAC 

1A/1K/1B 

関西 SAEKI FL170 Y36/13000 ATMUG
ATMUG 

B/M

福岡 STOUT FL180 Y20/12000 KIRIN
KIRIN 

E/D/K

どの空港もフライトプランは、「移管フィックス」→
「FPL最後のフィックス（＝STAR開始点）」→「目的空港」となっている
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③ 進入フィックスへの承認と高度の通報

５

過去の管制技術交流会での質疑応答から抜粋

Q：ACCにてSPENS/SELNO/TEDIX等の高度指示を受けた後、APPに移管された
際STARの経路のみの承認を受けることがあります。この時の、SPENS/SELNO/  
TEDIX等の高度制限は有効なのでしょうか。
例) Descent to Reach FL220 by SPENSの指示を受けたまま東京APP119.1に移
管。・東京APPでCleared via XAC 1Aの指示を受領。その際のSPENS/FL220が
有効かもしくは無効か。経路変更の際には必要な高度については改めて指示す
るものとの記載があるため、STARのClearanceがXAC以降の飛行経路について
の変更とも考えられるのではないか。

Q：東京ACC(125.9)から”Descent to reach FL240 by MAMAS“の指示により降下
中に東京APP(124.4)へ移管され、イニシャルコンタクト時に東京APPから”Cleared 
via RUTAS G (T) Arrival”とSTARの承認がきます。この場合、新たな経路の承認
と考え、MAMASのFL240 Restrictionは無効になるという認識で間違いないでしょ
うか？高度制限の有無を明確にする為、もし無効の場合 ”MaintainFL240"を、有
効の場合は再度"Descent to reach FL240 by MAMAS"を、STAR承認時に毎度
指示してもらえないでしょうか？
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③ 進入フィックスへの承認と高度の通報

６

高度が通報されないと、
パイロットはどのような問題を感じているか

管制官は、なぜ高度を通報しない時があるのだろう

・ 通信内容が長いと、パイロットから再確認や再送信を要求され
ワークロードが増える。（パイロット側の意見はどうか）

・ 不慣れなパイロットを考えると、そうせざるを得ない。

・ 言い忘れた。

・ STARの承認のみの場合は、指定されていた高度を守るのか。

・ 通報されていた高度制限について疑義が生じる。

・
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７

＜米国では＞
(ATC FLT PLN抜粋)
-N0497F330 DCT INUBO Y808 NOLAX Y812 ADNAP OTR5 
KALNA DCT KALIG DCT CUTEE/M083F350 DCT CARTO DCT 
CHIPT/N0484F350 DCT CHIKI DCT CURVS DCT CDB DCT 
55N160W DCT 53N150W/M083F370 DCT 49N140W DCT 
44N130W DCT LATNE/N0479F370 DCT AMAKR DCT 
BGGLO BDEGA4
-KSFO0857 KOAK

フライトプランに目的空港のSTARがファイルされており、出発時に
STARの経路を含めて承認され、目的空港に近づくとDescend via 
STARの降下指示が発出される。STARに変更が生じた際は、ワー
クロードの少ないACCで通報される。
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KLAX

８

比較的高高度からSTARが設定され 、(RWY Change等に
より)STARが変更される場合でも、巡行中に変更される。



上海ではLIDとい
うInformationが、

降下開始前に自
動的に送信され
る

ATS Symposium 2025

③ 進入フィックスへの承認と高度の通報

９

ロンドンでは
STARのチャート
に、Descending 
Planというコラム

に予想される降
下指示の記載
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③ 進入フィックスへの承認と高度の通報

１０

進入フィックスへの承認に際し、管制交信を簡潔にし共通
認識を確立し、かつパイロットのスレットを低減するために
はどうしたら良いか。

・ STARの承認と高度の通報を再検討する。

・ STARの承認時期を再考する。（ACC・FPL）

・ 使用滑走路・予定するSTARを事前に通知する。

・ 予定されるSTARや高度等を事前情報として公示する。

・

お互いに知恵を出し合い、必要ならば規定を改正し、
スムースな運航とスマートな管制を目指しましょう。



「高度に関する共通認識はありますか？」

ATS Symposium 2025

第47回ATSシンポジウム
2025年10月18日（土）

パネルディスカッション

④ 進入許可と維持すべき高度
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④ 進入許可と維持すべき高度

１

（１） 問題提起

➢ RJTT ILS Z RWY 34RにはCREAM(IAF)と
CAMEL(IF)に@4000が公示されている。

➢ CREAMへ直行時：“cross CREAM@4000”
 CAMELへ直行時：“maintain 4000 until 
CAMEL”と指示される。

➢ 同じ計器進入方式でなぜ進入許可発出時
の指示が異なるのだろうか!?

➢ RJTT ILS RWY 22 にはNYLON(IAF)@5000
が公示されているが、NYLONへ直行時
“maintain 5000 until NYLON”と指示される。

➢ @ altitudeが公示されている進入方式で
なぜ進入許可の指示が異なるのだろうか。

cross CREAM 
at 4000

maintain 4000 
until CAMEL
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２

（２） 空港毎に異なる進入許可発出の実態

空港 進入方式 特定高度

RJCC ILS Z RWY 01R YOTEI@2000

maintain 2000 until YOTEI, cleared for ILS Z RWY 01R approach.

RJTT ILS Z RWY 34R CREAM＠4000 

cross CREAM at 4000, cleared for ILS Z RWY 34R approach.

ROAH RNP RWY 18R JOINT＠1200 

maintain 1200 until JOINT, cleared for RNP RWY 18R approach. 
cross JOINT at 1200, cleared for RNP RWY 18R approach. 

空港 進入方式 最低高度

RJFF RNP RWY 16L AKTIB at or above 2000

maintain 2000 until AKTIB, cleared for RNP RWY 16L approach.

RJNS RNP RWY 12(AR)  OHCHA at or above 4100 

maintain 5000 until OHCHA, then descend and maintain 4100, 
cleared for RNP RWY 12 approach.
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３

（３） 管制方式基準改正の変遷（高度制限関連）

➢ 2006年管制方式基準改正
・“Until further advised”の削除
・「承認高度」を「指定高度」に変更
・「高度制限」が定義されその考え方が確立
 ☞ 公示されたもの・管制官が指示したものにかかわらず

「飛行中に高度（現在指定されている高度を含む）が指定された際に、
指示されなかった高度制限はすべて無効」 との考え方が確立された。

➢ 2016年 CLIMB VIA SID/DESCEND VIA STARの導入
・ICAO PANS ATM 改正に伴い、日本にも新たな用語が導入され、
SID/STAR の高度制限の解釈が整理された。

➢ SID/STARの高度制限にくらべて、計器進入方式に公示された高度の解釈
は、パイロット・管制官の共通認識が確立されていない。
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４

（４） RJTT ILS Z RWY 34R で頻発した高度逸脱と高度制限の解釈

➢ 高度制限の考え方を計器進入方式に適用し、CREAM@4000を高度制限と
解釈したパイロットが、CREAMに直行中に“maintain 4000 until CREAM”
の指示であったため、CREAM@4000が無効になったと解釈して4000ft以上
で通過した事例が頻発した。

➢ AIP ENR 1.5-1.3.7  管制方式基準 定義

高度制限：特定フィックスまたは特定時刻において通過すべき高度につい
て公示されたもの又は管制官が航空機に指示したものをいう。

➢ CREAM@4000を高度制限と解釈した場合の問題点
CREAM@4000は特定フィックスの通過高度とも読める。
しかしこれを高度制限と解釈すると、CREAMに直行している到着機への
進入許可発出時にCREAMの通過高度が改めて指示されなければ、
CREAM@4000が無効となる不都合が生じる。



ATS Symposium 2025
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５

（５） SID/STARと計器進入方式のAIP ENRの記述

➢ “CLIMB VIA SID TO [altitude]”  （ENR 1.5-3.1.2）
 SIDの高度制限を遵守した上昇が指示される。

➢ “DESCEND VIA STAR TO [altitude]” (ENR 1.5-2.1.3)
STARの高度制限を遵守した降下が指示される。

➢ パイロットは当該計器進入方式に会合するまでの間、管制官から指示さ
れた高度を維持するものとする。また当該方式における全ての高度及び

速度に従わなければならない。当該方式に従うことができない場合は、
速やかに管制官にその旨通報するものとする。 （ENR 1.6-1.4.1.3）

SID/STAR ☞ 高度制限  
計器進入方式 ☞ 高度

AIP ENRでは明確に
使い分けられていますね〜
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６

（６） 管制方式基準の記述

➢ 管制方式基準（Ⅱ）7（7）進入許可 

c.公示されていない経路を飛行している到着機に対し進入許可を発出
する場合は、進入フィックスまで維持すべき高度を指示するものとする。

d.管制間隔設定上計器進入を行っている到着機に対して特定の高度を

遵守させる必要があるときは、進入許可発出時に必要な高度指示を
行うものとする。

ただし、当該機が計器進入方式に定められている最高高度、最低
高度又は特定高度を遵守することにより管制間隔が設定される場合

は高度指示を行う必要はない。 ※特定高度：Mandatory Altitude

_

AIP ENR 1.6-1.4.1.3 計器進入方式の高度は
管制方式基準 進入許可 d 項の

「最高高度、最低高度、特定高度」のことですね！
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７

（７） 計器進入方式に公示された高度とは

➢ AIPと管制方式基準の記述から「計器進入方式に公示された高度は、
高度制限とは読み取れない」と解釈できる。

➢ 計器進入方式は、航空機と障害物との間隔を確保する目的で定められ
た飛行方法なので、公示された高度は無効とすることはできないと考え
られる。障害物間隔は計器進入方式設定上、最も重要な要素である。

➢ 計器進入方式の公示された高度を高度制限と解釈すると、管制指示に
より公示された高度が無効となり、障害物との間隔が確保されず、計器
進入方式として成り立たない。

なるほど〜
計器進入に公示された高度は
高度制限ではないですね！
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８

（８） TWA514便 墜落事故

➢ 1974年12月1日、TWA514便がワシン
トン・ナショナル空港横風制限超過の
ため、ワシントン・ダレス国際空港に
ダイバートしてVOR/DME RWY12で
進入中に、北西25nmの山に激突して
乗客乗員92名全員が犠牲となった。

➢ 当時の規定 (FAA 7110.8C） には、
最終進入コースへ誘導する方式は
規定されていたが、高度の指示に
関する方式は規定されていなかった。

➢ NTSBの勧告により進入許可に係る
規定、アプローチチャートの様式

が変更され、管制官とパイロットの
責任分担が明確になった。

➢ 管制方式基準の改訂に反映された。
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９

（９） TWA514便 追悼式典と慰霊碑 

➢ 2024年12月1日、遺体安置所と捜索活動拠
点となったブルーモント・コミュニティ・セン
ターに犠牲者の家族、友人、救急隊員約300
名が集まりTWA514便追悼式典が開催された。

➢ NTSB ホメンディ委員長「基調講演」
事故後の安全対策と悲劇を防ぐ取り組み
「航空安全における進歩は亡くなられた方々
の遺産を背負っています。悲劇から得られた
知識は確実に私達をより安全にしました。」

➢ ALPA ウェンディ・モース機長（UA B787）
TWA514便の悲劇は航空安全の転換点となり
ました。事故後に取られた安全対策の背後に
は、悲劇的事故で亡くなった方々の人生と
物語があることを改めて認識させてくれます。
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10

（１０） パイロットと管制官の責任分担
➢ 公示されていない経路で進入フィックスに直行して計器進入を行う場合

管制官の責任
進入フィックスまで維持すべき高度を指定する

“ maintain 〔altitude〕 until 〔FIX〕”
※パイロットが最低高度・最高高度・特定高度を遵守することで管制間隔が設定

される場合、最低高度・最高高度・特定高度を言及する必要はない！

パイロットの責任
計器進入方式に会合後は公示されたすべての高度・速度に従って飛行する

※maintainの用語で指示される高度は進入開始までの最低高度であるため、特定
高度の公示がない限り進入フィックスまで当該高度に到達する必要はない！
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１１

（１１） まとめ

過去の悲惨な事故の教訓と
規定が改訂された背景を正確に理解し

規定と異なる「念の為の指示」の発出は
ルールベースの共通認識を阻害するスレット＊になることを認識して

お互い知恵を出し合い必要ならば規定を改正して
スムースな運航とスマートな管制を目指しましょう！

Non-Standard Phraseology ＝ Environmental Threat
パイロットの理解を複雑にしてエラーを誘発する可能性があるスレット

（ICAO Doc9863 PANS-TRNG）

RADIO TELEPHONY MEETING

since 1977
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